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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人浄水器協会（JWPA）及び一般

財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，

日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 S 3242：2019 
 

家庭用逆浸透膜浄水器 

Household reverse osmosis water purifiers 

 
1 適用範囲 

この規格は，水道水を含む飲用水 1) 中の溶存物質などを減少させる機能をもつ水処理器具（以下，浄水

器という。）のうち，主要ろ材として逆浸透膜を用いて，主に家庭用で使用する浄水器（以下，逆浸透膜浄

水器という。）について規定する。 

注 1) 水道水を含む飲用水とは，水道法の水道水質基準に適合した水をいう。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 2308 ステンレス鋼製ねじ込み式管継手 

JIS B 2309 一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 

JIS B 7414 ガラス製温度計 

JIS B 7505-1 アネロイド型圧力計－第 1 部：ブルドン管圧力計 

JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管 

JIS K 0101 工業用水試験方法 

JIS K 0130 電気伝導率測定方法通則 

JIS K 0557 用水・排水の試験に用いる水 

JIS K 3802 膜用語 

JIS K 6742 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 

JIS K 6743 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 

JIS K 6778 ポリブテン管 

JIS K 6779 ポリブテン管継手 

JIS K 6787 水道用架橋ポリエチレン管 

JIS K 6788 水道用架橋ポリエチレン管継手 

JIS K 8150 塩化ナトリウム（試薬） 

JIS S 3201 家庭用浄水器試験方法 

JIS S 3241 家庭用浄水器 

JIS Z 8765 タービン流量計による流量測定方法 

JIS Z 8802 pH 測定方法 


